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事業者ヒア
リング

4/27

小売電
気事業
者提出

5/30

一般送配
電事業者
提出

発電事業者はライ
センス登録後、遅
滞なく提出

３月 ４月 ５月 ６月 ７月

・全国及び各供給区域の需給バラ
ンス取り纏め

・主要な小売電気事業者の需給バ
ランス評価（未調達分の把握）
・連系線利用計画の把握

供計
提出

スケ
ジュール

入札検討
に資する
評価・分
析のスケ
ジュール

～１２月

※大臣送付（６月末目途）の供給計画
取りまとめの対象

・発電事業者の計
画把握

・第２年度以降の
需給バランス評
価・需給変動リス
ク分析

 第１年度は、供給計画取りまとめ結果と会員への聴取に基づく月別の平年Ｈ３需要及び猛暑Ｈ１需要※に対する
全国並びに供給区域毎の需給バランスを評価する。

 第２年度以降は、需給バランス評価及び需給変動リスク分析の方法も含めて、今後検討していく。

取りまとめ・大
臣送付・公表

取りまとめ・大臣
送付（未定）

委
員
会
審
議

委
員
会
審
議

 ２８年度の電源入札に資する需給バランス評価等のスケジュールは、供給計画取りまとめスケ
ジュールや評価・分析に要する期間及び対策が必要な場合のリードタイムを考慮し、６月末目途に
第１年度、年内を目途に第２年度～第１０年度の需給バランス評価及び需給変動リスク分析を行う
予定。

第１年度の
需給バランス
評価

※第１年度猛暑Ｈ１需要に対する供給区域毎の需給バランスの算定に当たっては、各一般送配電事業者か
らヒアリングを行う。

（第１回委員会資料再掲）今年度の電源入札等に関する検討スケジュールについて
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供給計画
（電事法第29条）

５月 ６月 第２Ｑ 第３Ｑ 第４Ｑ

電源入札等
（電事法第28条の40第5
号）

４月

供給計画とりまとめ
（含、需給バランス評価）

※供給計画以外のスケジュールは変更の可能性あり

★ 供給計画提出（4/1ライセンス取得者・一般送配電除く） 4/27迄

★供給計画提出（一般送配電）5/30迄

※上記以外はライセンス取得後遅滞なく供給計画提出

★経済産業大臣に送付
★需給バランス評価結果の公表

★電源入札等の検討開始の必要性判断

電源入札等の実施の必要性の検討及び評価

「検討開始の必要あり」の場合

★電源入札等の検討開始の必要性判断（第１年度）

需給バランス評価
需給変動リスク分析

「検討開始の必要あり」の場合

広
域
機
関
の
業
務

本
委
員
会
（長
期
）

確率論的手法の
具体的内容

解析
手法

（審議結果を踏
まえた検討）

信頼度の指
標・基準値

審
議

審
議

（審議結果
を踏まえた
検討）

適正な供給信頼度の
指標・基準値

全体概要
審
議

審
議

評価・分析における
必要な事項（適宜）

需給バランス評価
需給変動リスク分析

電源入札等の検討開
始の必要性を判断する
ための需給バランス評
価・需給変動リスク分析 評価方法

（第２年度以降）
審
議

稀頻度リスク対応 想定リスク・対応の基本的な考え方
審
議

（審議結果を踏まえた検討）

審
議

審
議

審
議

来年度

説
明

評価方法
（第１年度）

（第２年度以降）

今回審議事項

（第１回委員会資料再掲）今年度の電源入札等に関する検討スケジュールについて



5電源入札等の実施判断までの業務フロー（来年度以降）

ＳＴＥＰ０ ＳＴＥＰ１ ＳＴＥＰ２

 電源入札等の実施の判断までの業務は、下表のＳＴＥＰ０→STEP1→STEP２の順に実施。

 ＳＴＥＰ１では、下表の評価内容・判断基準に基づき、STEP２に進むかどうかを判断。

 ＳＴＥＰ２では、電源入札等以外の対策の有無を検討し、電源入札等の実施要否を慎重に判断。

供給計画とりまとめ・大臣送付 電源入札等の検討開始の判断 電源入札等の実施の判断

決議 評議員会※１⇒理事会 理事会 評議員会⇒理事会

諮問委員会 － 本委員会 「入札委員会（仮称）」

実施時期 前年度３月末 ６月末 １２月まで
（判断を翌年度に繰り延べることもあり得る）

評価内容

・受領した供給計画（需要想定及
び供給力算定）の適切性、広域
系統長期方針・広域系統整備計
画との整合性を確認

〔需給バランス評価〕
・適正な供給力の確保状況※２を確
認

〔需給バランス評価〕
・供給計画で捕捉できない供給力
のうち期待可能な供給力も考慮

〔需給変動リスク分析〕
・社会情勢や電源構成等を鑑み、
個別に注視すべきリスク要因を抽
出し、必要に応じ考慮

・電源入札等以外の対策の有無に
ついて詳細検討（追加的な供給力
及びネガワットの確保等）
⇒需給バランスの再評価、需給変
動リスクの再分析

判断基準

・需要想定要領、供給計画に関す
る国のガイドライン、広域系統長
期方針、広域系統整備計画

〔需給バランス評価〕

・平年Ｈ３需要※３に対する基準

〔需給バランス評価〕

・STEP0と同じ

〔需給変動リスク分析〕

・厳気象Ｈ１需要※４に対する基準
（第１年度のみ※５）

・平年Ｈ３需要※３に対して、電源入札
等以外の需給対策を考慮したうえで、
STEP1と同じ基準を用いる

・厳気象Ｈ１需要※４に対して、電源入
札等以外の需給対策を考慮したうえ
で、STEP1と同じ基準を用いる（第１
年度のみ）

上記を基本としつつ入札委員会で議論

※１：経済産業大臣への意見送付に関する事項 ※２：火力発電所の燃料計画の確認を含む ※３：平年並みの気象条件における最大３日平均需要 ※４：厳しい気
象条件（猛暑、厳寒）における最大電力需要 ※５：第１年度は、期待可能な運用上の対策を考慮



6電源入札等の実施判断の業務フロー（今年度暫定） ※電源入札関連のみ記載

ＳＴＥＰ０ ＳＴＥＰ１ ＳＴＥＰ２

供給計画とりまとめ・
大臣送付

電源入札等の
検討開始の判断

電源入札等の
実施の判断

決議 前頁と同じ 前頁と同じ 前頁と同じ

諮問委員会 前頁と同じ 前頁と同じ 前頁と同じ

実施時期

・ライセンス制導入の関係上、供給計画
の提出時期が例年と異なるため、６月
末に実施

・供給計画の提出時期、及び、初回であるこ
とを考慮し以下のとおりとする。
第１年度： ６月末
第２年度～第１０年度： 年内

・STEP1の結果を
踏まえて検討

評価内容

〔需給バランス評価〕
・供給計画とりまとめの時点では、全て
の発電事業者の供給計画が提出され
ている訳ではない。このために補足で
きていない供給力が存在。

〔需給バランス評価〕
・第１年度分に関する評価の時点では左記
の理由により計上されていない供給力があ
る。必要に応じ、これらの供給計画に計上
されていない供給力のうち期待可能な供給
力を織り込み、評価の精度向上を図る。

・第２～１０年度の評価の時点では、発電事
業者の供給計画の情報を織り込み可能。

〔需給変動リスク分析〕
・評価内容⇒本資料 p.8, 9

前頁と同じ

判断基準

〔需給バランス評価〕
・判断基準⇒議題３

〔需給バランス評価〕
・第１年度分⇒議題３

・第２～１０年度分は別途議論

〔需給変動リスク分析〕
・判断基準⇒本資料 p.8

前頁と同じ
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● ● 電 力 エ リ ア ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

● ● 電 力 エ リ ア ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

 今年度は、６月末までに第１年度の需給バランス評価を行う。（来年度以降は、６月末までに第１年
度～第１０年度の需給バランス評価を行う。）

 一般送配電事業者から提出される供給計画のとりまとめ及び電気事業者への聴取に基づき、供給
計画の想定需要（平年Ｈ３需要）に対する需給バランスを評価（具体的イメージは下表）。

 具体的には、供給計画では捕捉できていないものの、供給力として期待可能な発電事業者の売電先
未定分や計画実現性の高い新規発電事業者の電源開発計画を考慮のうえ、本日の別の議題で議
論する基準を用いることとしたい。

●●エリア ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

供給力

【再掲】供給計画計上外の供給力

需 要（最大３日平均）

供給予備力・供給予備率

調整力※

●％以上確保できているか（別議題にて議論）

（送電端、MW,%）

今年度は確保状況の確認のみ

供給計画では計上されていないが期待可能な供給力を計上

STEP1における需給バランス評価（対象：第１年度）

※「調整力」は、「供給区域における周波数制御、需給バランス調整その他の系統安定化業務に必要となる発電設備（揚水発電設備を含
む。）、電力貯蔵装置、ディマンドリスポンスその他の電力需給を制御するシステムその他これに準ずるもの（但し、流通設備は除く。）の
能力。」と定義しているが、ここで確認する調整力とは、一般送配電事業者が「上げ調整力」として、自らの供給区域で確保した量及び需
要に対する割合。
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 猛暑Ｈ１需要に対する需給バランス（供給区域毎に評価） （送電端、MW,%）

 国の電力需給検証小委員会報告書（平成28年4月28日公表）において、旧一般電気事業者から報告
徴収等により取りまとめた2016年夏季の旧一般電気事業者の電力需給見通しが示されているが、本
委員会としては、エリアごとの送電端での需給バランスを評価することとしたい。

 具体的には、今回は、電力需給検証小委員会の気象条件※を前提とした最大電力想定（「猛暑Ｈ１需
要」）を想定し、当該需要に対する供給予備率が、電力需給検証小委員会で最低限確保すべきとされ
た３％を上回るかどうかにて評価することとしたい。

※過去10年のＨ３需要発生日の最高気温が最も高かった年を猛暑の年とし、当該気象条件におけるＨ１需要を想定。

 なお、今回は、暫定的に電力需給検証小委員会の気象条件を前提として厳気象時の需要を想定する
が、来年度以降の評価に向けては、厳気象の定義や想定手法、及び、評価の基準について検討を
行っていく。

第１年度夏季・７～９月
北海
道

東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄

供給力

【再掲】供給計画計上外の供給力

需 要
（厳しい気象条件）

供給予備力（率）

今年度は暫定的に電力需給検証小委員会の気象条件を前提

当日運用で最低限必要とされる３％を確保できているか

STEP1における需給変動リスク分析（対象：第１年度） ①猛暑Ｈ１ベースの評価

供給計画では計上されていないが期待可能な供給力を計上

〔説明〕 需給バランス評価は、第１０年度に至るまで、適正な供給力が確保されているかという観点で評価を行うもので、
前頁に記載した第１年度についても同じ観点から評価を行う。一方、ここで説明している猛暑Ｈ１ベースの評価は、
第１年度のみを対象とし、供給計画では捕捉できていない供給力や期待可能な運用上の対策も考慮したうえで、猛
暑であってもこの夏を乗り切ることができるかという観点で評価を行うもの。
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第１年度夏季・７～９月
北
海
道

東
北

東
京

中
部

北
陸

関
西

中
国

四
国

九
州

沖
縄

リスク
要因

電源Ｎ－１故障による最大脱落量※１

送電線Ｎ－１故障による最大脱落量※２

新規開発供給力※３

供給力に
関する
状況把握

高経年火力供給力（石油等）※４

高経年火力供給力（上記以外）※４

原子力供給力※５

その他
関連情報

供給区域需要と小売電気事業者の想定
需要の合計値とのギャップ

休止・長期計画停止※６

補修による減少出力

STEP1における需給変動リスク分析（対象：第１年度） ②リスク要因などの把握

 その時々の社会情勢や電源構成等を鑑み、供給予備力の必要量では考慮されていない需給上のリ
スク要因とその影響度合いを把握するとともに、供給力減少リスクに関する議論に資する情報を把握。

 事務局にて下表の各情報を整理し、６月末の委員会でご議論いただくこととしたい。

各エリアの影響の大きさを把握

（送電端、MW,%）

発電事業者の電源開発・廃止判断に影響する
可能性がある情報として把握

※１、２：厳気象条件でのＮ－１故障を想定。 ※２：送電線Ｎ－１故障による脱落量が電源Ｎ－１故障による脱落量より大きい場合に記載。
※３： 評価時点以降、評価対象月までに運転開始する電源の供給力（累計）。運転開始の遅延による供給力減少リスクの大きさを把握。
※４： 平成27年度末時点で経年40年超の電源。将来的な廃止の可能性が高い電源として、その量を把握。
※５： 供給力に計上された原子力供給力。 ※６：供給計画で供給力に計上されていない休止・長期計画停止。

供給計画の供給力外にある電源の量を把握

（第１年度の評価では省略）
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（以下、参考資料）



11（参考）電力需給検証小委員会報告書における2016年度夏季の電力需給見通し

 電力需給検証小委員会では旧一般電気事業者（発受電ベース）の需給バランスを評価しているが、
本機関としては、電源入札等に資する全国及び各供給区域（エリア）の需給バランス（送電端）とリス
ク分析を適切に行っていく必要がある。

※電力需給検証小委員会報告書（平成28年4月28日公表、http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160428010/20160428010.html）より

http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160428010/20160428010.html


12（参考）電力需給検証小委員会における“離脱需要”への供給力確保状況の評価

※電力需給検証小委員会報告書（平成28年4月28日公表、http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160428010/20160428010.html）より

http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160428010/20160428010.html


13（参考）電力需給検証小委員会のまとめ

※電力需給検証小委員会報告書（概要）（平成28年4月28日公表、http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160428010/20160428010.html）より

http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160428010/20160428010.html


14
※電力需給検証小委員会（第１４回）資料７より
（http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/kihonseisaku/denryoku_jukyu/014_haifu.html）

（参考）電力需給検証小委員会における予備率の考え方

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/kihonseisaku/denryoku_jukyu/014_haifu.html
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落札者決定・公表・契約締結

入札受付～締切

募集要綱の策定（提案募集）及び公表

基本要件の検討（入札委員会）

需給バランス評価等の検討（毎年度・委員会）

発電設備の
新増設

①広域機関による発議
（理事会）

需給バランス評価
（予備力・調整力の確保）

需給変動
リスク分析

入札実施決定

落札候補者の評価（入札委員会）

建設工程の進捗・稼働実績・補填金の支払い状況等について
評議員会に報告

休止又は廃止発電設備
の再起動

既存発電設備
の維持

②一般送配電か
らの検討要請

③国からの
検討要請

入札実施の必要性・入札対象の検討（入札委員会）

入札委員会（仮称）

評議員会・理事会

調整力及び需給バランス評価等に関する委員会

（第１回委員会資料再掲）電源入札等のプロセス

 広域機関は、供給計画の取りまとめ等に基づき、有識者を含めた常設の委員会（本委員会）を設置し、毎年度、需
給バランス評価及び需給変動リスク分析を実施する。

 評価・分析等の結果、電源入札等の検討開始の要件を満たす場合は、有識者を含めた委員会（仮称；入札委員会）
で電源入札等の検討を開始する。

 電源入札等を実施する必要性があると認めた場合は、評議員会の審議を経て、電源入札等の実施を決定する。

入札等の対象
・発電設備の新増設⇒主に中長期の供給力確保
・既存発電設備の維持⇒休廃止による需給逼迫、リスク対策
・休止又は廃止電源の再起動⇒主に短期の供給力確保

供給計画取りまとめ

※本機関による発議のほか、一般送配電事業者や国からの
要請を受けて、検討を開始する場合もある。

＜各委員会等の役割＞

本委員会への諮問事項；
電源入札等の検討開始の必要性を判断するための需給バ
ランス評価及び需給変動リスク分析に係る検討


